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 本件建設は土地所有者とテナントがリースバック方式の賃貸借契約を交わし、テナン

トが作成した図面通りの建物を建築し完成させ賃貸するという賃貸借形態である。 
 建物はテナント占有の建物で、構造・意匠・設備はテナントと設計者間で決められ、

建築工事進行中も土地所有者は建築工事に関与することはなく、関与するのは建築費の

支払いだけである。 
 リースバック方式の賃貸借契約による建物建設の場合はテナント、設計者、建築会社、

関係諸官庁の打合せ、届出、申請等をスムーズに進める為、土地所有者と企画会社間で

合意書を交わし、建築確認許可が下り、建築が進んだ段階まで建築主名義を企画会社と

するという形がリースバック方式の場合、一般的に採られている。 


